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地方分権時代の地域公共交通政策

一地域づくりにつながる計画・戦略を
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地域に不可欠であるにもかかわらず、公共交通の衰退は加速している。

今や「収益事業」から「公益事業」となった公共交通が問われるのは、

地域の生活の質やその魅力を考慮した地域づくりの役割だ。

地域公共交通の地域によるマネジメントを論じる。

:’ムハｉｉか寺呈した:''ロⅡ

｢公共」交通と言えなかった公共交通

なぜ自治体は、地域公共交通の維持発展に

取り組まなければならないのであろうか？

そして、どのように取り組めばよいのであろ

うか？

以前から自治体は、公営交通事業の運営、

不採算バス路線への欠損補助や運行委託、旧

国鉄ローカル線であった第三セクター鉄道へ

の経営参画などを行ってきたものの、いずれ

も部分的な取組みであり、地域公共交通政策

という段階には至っていなかった。

例えば、市営バスを運営している場合、並

存する民営バスや鉄軌道との連携や役割分担

が行われていなかったり、路線網計画がなく

場当たり的に路線がつくられ、挙句の果てに

不採算になると無原則に欠損補助や廃止が行

われたりする、といった具合である。その市

のまちづくりの中で市営バス事業がどのよう
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な役割を果たすべきかについて、抽象的な理

念はあったとしても、具体的な戦略や施策実

施には至っていないことが一般的であった。

日本では近年、自治体、特に市町村が公共

交通に積極的に関わることが多くなりつつあ

る。本来、これは当然のことである。なぜな

ら、地域公共交通はその利用者はもちろんの

こと、直接は利用していなくとも、当該地域

に対して様々な効果影響をもたらすからであ

る。これこそ「地域公共」交通と呼ばれるゆ

えんでもある。そのため、公共交通の維持発

展には、利用者のみならず地域に負担を求め

ることが自然である。しかしながら、長い間、

地域公共交通の運営・維持は、国の監督の下

に公共交通事業者が行うという形をとり、地

域が関与する機会は極めて限定されてきた。

これは、公共交通が収益事業として運営でき

たことによるものである。

公共交通の運賃は、公共料金の一種として、

経費と適正利潤をまかなえる額に定める総括

原価方式に基づいて決められ、国の認可制と



なっていた。そのため、運賃収入だけで大き

な利益を上げることはできなかったが、公共

交通を担うという社会的信用と地の利を生か

し、関連事業と合わせて収益事業として営む

ことができた。このような国と交通事業者に

よる公共交通運営スキームの下で、自治体や

地域が積極的に関与する術は極めて限られて

いたし、また関与する必要もなかったのであ

る。その意味で、日本の公共交通はpublic

transportというよりmasstransit（乗合大

量輸送）と呼ぶほうが適切な状況であったと

言える。

自治体が公共交通に関わらなければならな

いのは、需給調整規制（参入退出規制）の下

で、公共交通事業者自身が採算路線の黒字で

不採算路線の赤字を補填する「内部補助」の

網からこぼれ落ちる部分をフォローする場合

であり、前述の例はまさにそれにあたる。自

治体はこのような関与を「本来ならやる必要

がない」「尻拭い」的に受け止めてきた。

モータリゼーション等に伴う公共交通の利

用者減少に伴い、総括原価方式による運賃設

定は必然的に値上げを強いた。しかし、値上

げがさらなる利用者減少を招いたことを目の

当たりにした公共交通事業者は、1990年代

以降、値上げできない状況に陥った。そのま

まいけば関連事業の利益をつぎこんでも足り

なくなり、経営が行き詰まる事業者が出てく

るのは明白である。公共交通事業者の多くは、

需給調整規制の下で地域独占的であるので、

経営破たんすれば地域全体の公共交通が止ま

ってしまう恐れがある。しかし、無条件に公

的補助を注ぎ込むことも問題なしとは言えな

い。独占である以上、公共交通事業者の運営

は費用効率的とはならず、利用者や地域に対

するサービス向上インセンティブも働かない

[特集②］地域公共交通を考える

(写真上）三重県松坂市「機殿・朝見地区コミュニテイバス」（2008

年７月１４日運行開始）定時定路線とデマンドを組み合わせた運行。

自治会が運行協議会を組織し、ルート・ダイヤ等の検討や運行協賛金

勧誘、利用促進活動を実施く松阪市役所提供〉

(写真下）愛知県春日井市勝川・昧美ちよい乗りバス「かつちぃ」

(2008年１２月２２日運行開始）市商店街連合会が商店街活性化を主

目的として企画。市地域公共交通会議の協議を経た４条バス路線であ

り、誰でも利用できる。市の補助は得ておらず、民間の協賛金・広告

料に頼るく路線図ドットコム提供〉

という側面があるからである。公共交通利用

者が減少した一因も、ここにある。

公共交通は地域の下に

以上が、２０００年代に入って、地方分権の

流れの中で鉄道事業法や道路運送法が改正さ

れ、公共交通事業の需給調整規制が撤廃され

た理由である')。つまり、収益‘性はないが地

域にとって必要な公共交通は、独占事業者が

運賃収入で維持するのではなく、地域が主体

的に運営・維持すべきであるという「本道」
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に立ち帰ったとも言える。その上で、事業者

間の競争を認め、価格低下やサービス向上を

促すこととした。バス事業に関しては、国の

関与は安全・安定'性確保に特化し、国庫補助

による路線維持策も限定する一方で、自治体

の生活交通確保策に対する特別地方交付税措

置の新設や、都道府県が主宰し市町村・路線

バス事業者が参画して路線網のあり方を協議

する「地域協議会」の新設など、自治体が地

域公共交通に関与しうるしくみがつくられた。

しかし、この改革によって地域公共交通の

衰退が止まることはなく、むしろ加速した感

さえある。多くの地域公共交通が赤字に陥っ

ているため、事業者が、公的支援が得られな

い鉄道・バス路線からの退出を表明する例が

目立つようになった。これに対し、多くの自

治体は地域公共交通政策のための十分な予算

や組織、そしてノウハウを投入する能力を持

たず、その意識も高まらないままであった。

今まで積極的に関与できない時代が長く続

いたことから、簡単にできるはずもなかった

のである。せっかくできた地域協議会も、事

業者が路線を廃止したい場合に申し出て、自

治体とともに廃止後の生活交通確保策を議論

するという、旧運輸省が示した役割をこなす

セレモニー的な場にとどまり、本来協議すべ

き、都道府県内での生活交通のあり方やその

確保方策についての検討が全くと言っていい

ほどなされていないのが現状である。

２職雪雲総蕪更への
"収益事業”からの転換

このような状況の中でも、地域公共交通再

生の芽は少しずつ育っていた。鉄道・バス事
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業者の中には、独自であるいは自治体と連携

し、厳しいながらも利便’性向上策を積み上げ

るところがあった。国鉄改革によって生まれ

たローカル第３セクター鉄道には、公的支援

を受けながらサービスレベル向上を行った結

果、利用者が大きく増加するところも現れた。

しかし、モータリゼーション進展と少子化

の大きな流れはとどまることはなく、頑張っ

ていた事業者の中にも踏みとどまれないとこ

ろが出てきている。

収益事業の枠組みでは、利用者を増やすた

めの投資が困難であり、公共交通を発展させ

るどころか、維持するのも厳しい。これを打

破するためには、収益事業という殻を破り、

公が支え、育てるしくみに移行することが必

要である。

1995年に東京都武蔵野市で登場した

｢ムーバス」は、「コミュニティバス」という

新しい公共交通の形を提案した2)。すなわち、

バスの企画・運営は市が担当し、運行を事業

者に委託するという役割分担を行ったのであ

る。従来のような、自治体が交通事業者に欠

損補助を出して路線を維持するのとは全く逆

の発想である。事業者への委託料支払いは、

自治体が自ら行う公共交通政策の必要経費と

とらえることができる。

これによって、採算』性に縛られて利用者や

地域のニーズに応えることができなかった路

線バスの基本コンテンツ（系統・ダイヤ・乗

降施設・車両）を提供できるようになり、多

くの利用者を獲得することができた。

自治体の委託料支払いを前提とすることで、

運賃設定が総括原価方式から解き放たれたこ

とが、ニーズに見合った設定が可能となった

理由である。

公共交通を健康保険制度に例えれば、利用



者が支払う運賃は「自己負担｣、自治体の支

出は、利用するかしないかに関係なく住民が

税金の中から支払っているので、「保険料」

と見ることができる。ふだん公共交通を利用

していない人が、それに頼る人を助け、いざ

となれば自分も利用できる、まさに「移動保

険」とも呼べるしくみである。

自治体が提示する公共交通サービスと、そ

の達成のために必要となる自己負担と地域負

担の額・割合を議論し、望ましいサービスと

負担の水準を決めていくのである。ムーバス

では、この議論を地域住民と市が粘り強く続

けることで、路線バス事業者がカバーしない

密集市街地を小型バスできめ細かく停まりな

がら小回り循環し、運賃もｌ乗車１００円とい

う、住民が望んでも採算性前提では成立しえ

ないコンテンツが実現した。そして、その成

立プロセスでの地域参画、運行開始後に生ま

れた車内での乗客の出会いこそが、コミュニ

ティバスと名付けられたゆえんであった。

当然ながらこの考え方は、鉄道など他の公

共交通モードにも当てはめることができる。

また、バスという形にとらわれず、デマンド

運行や乗合タクシーといった「適材適所」と

なる運行形態も各所で取り入れられるように

なった。

ただし、ムーバスで提起されたコミュニテ

イバスの理念が、その後全国に広まったコミ

ュニティバスと名の付くバスに十分伝承され

たとは言い難い。実際には先に予算（すなわ

ち車両数）が決まり、そこからトップダウン

的に基本コンテンツが決まるものが大半であ

る。これは、自治体にせよ地域住民にせよ、

なぜコミュニテイバスが必要なのか、それに

対してどの程度支払ってもよいと思うか、と

いう「相場観」が形成されていないからであ
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(写真上）愛知県岡崎市拠点快速バス「おかざきエクスプレス」（2008

年１１月１日運行開始）地域公共交通総合連携計画で進めるバスネッ

トワーク再編の一環として新設。市の環境意識啓発キャラクター「工

コマンダー」も集結く路線図ドットコム提供〉

(写真下）愛知県常滑市「とことこバス」（2006年２月１７日運行開始）

商工会議所や観光団体などが組織する任意団体が、市内の観光地を結

ぶために企画し民間事業者に運行を委託◎２００９年３月に活性化・再

生法定協議会に位置付けられ、策定した連携計画に基づき、７月より

中部国際空港に乗り入れく路線図ドットコム提供〉

る。いまだに「公共交通事業者がやってくれ

ないのでしかたなく」という、廃止代替バス

や施設巡回バスの発想から抜け切れていない

のである。

地域経営の一環として公共交通を考える

ここで、公共交通への自治体の関与には２

つの理由があることに注意したい。１つは、

人が生活していくのに必要な最低限の移動を

確保するというシビルミニマム的な役割であ

る。これは憲法の生存権に関わるものであり、
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岐阜県恵那市明知鉄道極楽駅（2008年１２月２５日開業）近くにあ

るスーパーマーケットへの利便を図るべ<新設。沿線地域では２００９

年１０月にバスが再編され、明知鉄道との結節が大幅に強化される。

地域によって確保されるべき水準が異なると

は考えられないため、むしろ国が積極的に関

わるべきであるという考えもありうるだろう。

また、そもそも鉄道やバスの維持だけを議論

するべきではなく、様々な移動制約者に対応

した各種手段を組み合わせて供給するという

考えも成り立つだろう。モータリゼーション

が進んだ現在、移動制約者は少数派であるた

め、提供される移動サービスの水準も低いも

のになりがちである。これでは、自動車利用

者を公共交通に引き戻すことができないだけ

でなく、移動制約者にとっても使いづらいも

のとなっている。これが、日本の大半のコミ

ュニティバスが陥っている状況である。そも

そも、乗合輸送手段である路線バスを用いて

移動制約者に対応すること自体、無理がある。

一方、自治体が地域経営の一環として、移

動制約者対応にとどまらず、地域にいかなる

移動サービスを提供していくべきかを考え実

現していくという、より戦略的な立場もある。

具体的には、住民・来訪者の移動利便'性向上

による魅力創出、環境問題や中心市街地衰退

への対策としての自動車抑制などが、達成す

べき目標として考えられる。このような立場
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こそ、自治体が自ら主体的に地域公共交通に

関与するにふさわしい。従来行われてきた、

自治体自身による公共交通事業はそれにあた

る。しかし、独立採算制を前提とした地方公

営企業による運営・運行であったために、採

算性の呪縛から逃れることができず、利用者

減少によって民営に先駆けて不採算となり、

事業の整理を余儀なくされている。今や、コ

ミュニティバスが提示した企画・運営と運行

の分離が、地方公営企業に代わる自治体交通

政策実施の新たな形となっている。

さらに近年では、自治体のイニシアティブ

に飽き足らず、住民・企業・ＮＰＯ等が独自

に公共交通を企画・運営する事例が全国に出

てきている。自治体が企画・運営する場合、

域内の公平‘性確保、すなわち公共交通空白・

不便地域の解消や、運行コンテンツの統一と

いった方向に向かいやすい。

しかし、これでは、地域公共交通に対する

ニーズが高い地区では過少供給となり、逆に

ニーズが低い地区では空バスが走り回ること

になってしまう。そこで、ニーズが高い地区

では、独自に公共交通運営組織を立ち上げ、

資金や人を集めることで、その地区が必要と

しているコンテンツの実現が可能となる。こ

の取組みは、公的な支援がないと持続可能に

はなりづらい。したがって、自治体が地区で

の運営組織立ち上げを勧誘し支援を行うしく

みの導入も広まりつつある3)。

３
地域による公共交通マネジメントの場

:地域公共交通会議

ただし、これらの様々な動きは、必ずしも

地域公共交通網の整合の取れた維持発展につ

ながるわけではない。既存の鉄道・路線バス



が縮小する一方、その間隙を縫ってコミュニ

ティバス等が運行されるという状況下では、

これらをうまくマネジメントし、さらに住民

の利便’性向上や魅力ある地域づくりへとつな

げていくための「地域公共交通計画」の策

定・実施が、生活圏単位で必要である。その

ために、生活圏を構成する市町村が連携して

あたる必要があるが、現実は単一市町村であ

っても、公共交通網に関する網羅的・包括的

計画を策定している例は少ない。

また、これら一連の動きは、既存の公共交

通関係法規が想定していないことばかりであ

った。鉄道事業法や道路運送法では､相変わら

ず鉄道・バスを収益事業と見なしており、自治

体が公共交通政策を実施するという役割を具

体的に指向し支援する規定は不十分であった。

その上で需給調整規制を撤廃したために混

乱に陥ったのであるが、それに対応した自治

体や地域の創意工夫について、「通達行政」

によって当座しのぎをしたり、都道府県によ

って取り扱いが異なったり、といった例が出

てきた。その１つの典型が「貸切乗合」と呼

ばれるバス運行である。

旧道路運送法２１条では貸切許可車両によ

る乗合バスの運行を禁じていたが、「一般乗

合旅客自動車運送事業者によることが困難な

場合において、国士交通大臣の許可を受けた

とき」は可能であるとする例外条項があった。

これを利用して、自治体が貸切バスを借りて

乗合のコミュニティバス運行を行ったのであ

る。貸切許可は乗合許可より参入が容易であ

ったため、運行委託を得るための競争が激し

くなり、既存の乗合バス事業者がコミュニテ

ィバスを受託しづらくなった。また、許可手

続きが簡略的であり、コンテンツ設定の自由

度も高かった。これが、乗合バス事業者の自

[特集②］地域公共交通を考える

治体への反発や、既存バス路線とコミュニテ

ィバスとの湖嬬、そして低価格のみを売りに

する事業者が運行することによる安全’性や運

転手の労働環境の悪化といった問題を引き起

こし、地域公共交通網の安定'性や一体‘性を損

ねる原因となった。この種の問題は、自治体

や地域が自ら公共交通を確保する動きに合わ

せ、顕在化するようになった。

国土交通省は、道路運送法が自治体・地域

の動きに対応できていないことを認識し、

｢地域住民との協働による地域交通のあり方

に関する懇談会」を2005年９月に設置（著

者も参加）して検討を行った。

その結果を踏まえて2006年２月に改正道

路運送法が成立、１０月に施行された4)。改正

法では、第１条の目的に「道路運送の分野に

おける利用者の需要の多様化及び高度化に的

確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供

を促進する」という表現を加え、各地域の実

情に応じた「適材適所」の輸送手段を提供す

るという視点が盛り込まれた。

改正法で、市町村がバス路線網をマネジメ

ントしていくための場として新たに設けられ

たのが「地域公共交通会議」の制度である。

自動車による有償乗合運送サービスを対象と

して、市町村がその確保策を関係者とともに

議論し実施することができる。必要と考える

市町村が設置すればよく、複数市町村、もし

くは都道府県単位での設定も可能である。

地域公共交通会議における協議項目として、

a）地域の住民・移動者のニーズに対応した

交通のあり方、およびｂ）地域の実情に即し

た輸送サービスの範囲及び形態（輸送目的及

びその必要』性、輸送サービスの具体的な範囲

及び形態､水準､提供主体､使用車両､運賃、運

行管理体制・整備管理体制等）を挙げている。
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協議によって、地域に必要な路線・運行で

あると議決された場合には、タクシー車両

(定員１０人以下）による乗合運行や、定時定

路線（道路運送法では路線定期運行と呼ぶ）

でないデマンド運行（路線不定期運行・区域

運行）も可能となること、あるいは運賃設定

が上限認可制から届出制に緩和される（協議

運賃と呼ぶ）こと、運行事業者についても参

入要件が緩和されることが利点である。また、

協議結果については、その許可期間が短縮さ

れたり、手続きが簡略化される。すなわち、

一種の「特区」制度である。

従来、公共交通網計画やコミュニティバス

運行検討等に関する委員会を任意で設置して

いる市町村は多数あったが、それらは単に協

議するだけの組織であり、結果が円滑に実施

される保証はなかった。これを地域公共交通

会議の枠組に移行することで実現しやすくな

る。既存４条事業者としても、その利用状況

に合わせて各路線の運行を変更し、場合によ

ってはデマンドやタクシー車両運行に置き換

えるといった活用が考えられる。極端な場合、

全路線を協議路線とすることさえ考えられる

が、これは地域公共交通会議が従来の４条バ

スとコミュニティバスとの境界をなくす役割、

極端に言えば「総コミュニティバス化」する

機能を持っていることを意味する。

地域公共交通会議には、住民代表や利用者

代表、及び運転者団体の代表も参画し、当該

地域で必要な公共交通を、関係者の協働によ

り「考え」「創り」「守り」「育て」「生かす」

組織として機能させることが意図されている。

その特徴を活かすべく、闇達な議論ができる

ような会議運営はもとより、現場の意見を反

映するための様々なしくみの導入が望まれる。

協議内容は原則公開とされているが、特に関

５８■都市問題／第１００巻・第１０号２００９年１０月号

係住民・利用者によく周知されるように、停

留所や車内に掲示するなどの工夫がなされる

べきである。

地域公共交通会議は全国の多くの市町村で

組織されたが、その大半はコミュニティバ

ス・自治体運営バスの改正・再編を協議する

ために開かれている。しかしながら、路線バ

ス見直しへの活用はもとより、スクールバス

混乗等無償運行のバスの再編、企業等送迎バ

スとの連携、鉄道との乗継改善など、地域公

共交通会議の場で、その法的位置づけを越え

た課題を検討している事例も、少なからず見

られるようになってきている。

ﾕ懸瀬聯fよ
地域が主体的に公共交通に取組むための制度

地域公共交通会議制度は道路運送法に基づ

くものであるため、①バス以外の交通モード

には法的には権限が及ばない、②地域公共交

通に関する計画．戦略の策定は任意であり、

場当たり的な検討に陥る危険がある、③関係

者は会議参画を強制されない、④財源措置と

の関連づけがない、という問題点がある。

改正道路運送法成立前後から、その考え方

を道路運送事業以外にも広げ、地域公共交通

全体の維持発展を図る新たな法律の検討が進

められた5)。それが結実したのが、2007年

１０月に施行された「地域公共交通の活性化

及び再生に関する法律」（以下、「活性化・再

生法」と呼ぶ）である。

活性化・再生法の第１条では「地域におけ

る主体的な取組及び創意工夫を総合的、一体

的かつ効率的に推進し、もって個‘性豊かで活

力に満ちた地域社会の実現に寄与すること」



を目的として挙げている。その上で、地域公

共交通サービス提供に関する創意工夫の自由

度を高め、技術革新が進むことを担保するた

めに、従来は法体系や所管部署がバラバラで

あった各モードを包括する法律とした。縦割

りが常識の行政にとっては画期的な枠組みと

言えよう。さらに、ＤＭＶ（DualModeVehicle)、

IＭＴＳ（IntelligentMulti-modeTransit

System)、水陸両用車といった、従来のモー

ドに属さない中間モード（新地域旅客運送事

業）に対して事業許可の合理化を図ることで、

それらの導入にも活用できる。

また、活性化・再生法では「地域公共交通

総合連携計画」（以下、「連携計画」と呼ぶ）

という名の法定計画を新たに設けた。これは、

市町村（単一でも複数でも可）が、公共交通

関係の各主体で構成する協議会（以下、「法

定協議会」と呼ぶ）での協議を経て作成する

もので、地域公共交通の活性化・再生を総合

的かつ一体的に推進するための計画と定義さ

れている。

ここで「連携」とは、関係主体間の連携を

念頭に置いたものであるが、モード・路線間、

そして生活圏内の各地域間の連携も視野に入

っている。連携計画は、対象市町村の全域・

全モードを対象としてもよいし、一部地域・

モードに限定した計画、例えば市内の特定の

コミュニティバス路線見直し計画としてもよ

い。連携計画策定にあたっては、利用者の意

見の反映が必要とされており、パブリックコ

メントの実施や、協議会への市民・利用者代

表の参画などの配慮が求められる。さらに、

連携計画の作成について公共交通事業者や利

用者から提案できることとなっている。

連携計画で定められた事業のうち、特に重

点的に取り組むことが期待される事業は「地

[特集②］地域公共交通を考える

域公共交通特定事業」に指定され、国による

支援措置が講じられる。

連携計画を作成・実施する法定協議会は、

地域公共交通会議の考え方や構成をほぼ受け

継ぎながら、前述の問題点を埋めるものとな

っている。すなわち、①バス以外のモードに

対象を広げることができる（広げなければな

らないわけではない)、②連携計画の策定・

実施が目的となっている、③関係機関に参加

応諾義務がある、④後述のように、連携計画

の策定や実施における国の補助制度も新設さ

れている、といった点である。

地域公共交通会議と法定協議会は、両方を

兼ねた組織とすることも可能であり、その方

が好都合な場合も多い。ただし、両者の根本

的な違いは、前者は協議組織であるのに対し、

後者は連携計画に基づく事業を実施する主体

と位置付けられている点である。連携計画に

基づきコミュニティバスを運行する場合、市

町村運営でなく、協議会運営とするのが原則

である。協議会は当然、独自の予算を持ち、

国からの補助を受けることができる。市町村

も、負担金を協議会に支出する形をとる。こ

のようなしくみになったのは、補助制度新設

にあたり、地方分権の精神にのっとって、国

から市町村への新たな補助制度はつくらない

という大原則に従ったためであり、代わりに

官民合同組織である法定協議会が、補助の受

け皿と位置付けられたのである。

メリットとして、後述する国からの補助を

受ける際、自治体の協調補助（裏負担）を義

務付けず、参画する交通事業者やＮＰＯ等に

よる負担と合わせた形での事業実施を可能と

したことが挙げられる。このしくみによって、

様々な事業スキームへの応用が期待できる。

なお、コミュニティバス運行事業の場合、も
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ともと大半が市町村の補助金によって運営さ

れており、わざわざ協議会予算を立てるメリ

ットはない。そこで、協議会が国から受けた

補助金を市町村にそのまま支出することや、

協議会が市町村と協調してバス事業者に補助

することも可能としている。

｢連携」のための支援制度

連携計画の策定・実施を支援する制度とし

て、2008年度に新設されたのが「地域公共

交通活性化・再生総合事業」である。２００８

年度は３０億円、2009年度は４４億円の枠が

用意され、さらに補正予算で25億円が追加

された。

昨今の財政状況で、新規事業としてこれだ

けの額が充当されるのは異例である。２００８

年３月に第１期募集が行われた際、応募要件

となっている法定協議会の設立が全国で殺到

したように、連携計画策定を促す大きな誘因

となった。

この事業は、「地域公共交通総合連携計画

策定調査実施計画（調査実施計画)」と「地

域公共交通活性化・再生総合事業計画（総合

事業計画)」の２つからなる。興味深いのは

前者で、地域公共交通政策に関する市町村の

ノウハウが乏しい現状を踏まえ、その底上げ

を図ることを目的としている。また、後者は

原則として３カ年の事業であり、計画実施の

ための初期投資を支援することを目的とする。

そのため、運行への補助も実証実験という位

置づけで行われ、４年目以降は補助が得られ

なくなることに注意が必要である。あくまで

も、地域で自立できる持続可能な公共交通網

を構築してもらうための支援策なのである。

そしてこの事業は、地域公共交通を国の負

担で守るということではなく、地域のボトム

６０■都市問題／第１００巻・第１０号２００９年１０月号

アップ的な取組みを国が支援する「アイデア

料」的なものととらえるのが適当である。

事業への申請数は非常に多いが、活性化・

再生法のメリットである「連携」を生かした

計画は必ずしも多くない。大半がバス関連と

なっているのは当然としても、コミュニティ

バスやデマンド交通の導入・再編が目立ち、

路線バスと自治体運営バスとの一体的な再編

や、鉄道との結節向上にまで発展した例は少

ない。また、ローカル鉄道や離島航路の活性

化への活用も多いものの、他モードとの連携

にまではあまり至っていない。

しかしながら、中にはバス網と航路を包括

したコミュニティ交通システムの構築や、路

線バス網の幹線・支線への分化と連携、複数

自治体での自治体運営バス相互乗り入れによ

る路線網一体化といった、固定観念にとらわ

れない意欲的な試みも出てきている。新しい

動きについては、例えば国土交通省の「地域

公共交通活性化」のホームページ（http://

www,mlit､go・jp/sogoseisaku/transport／

index､html）を参照されるとよいだろう。た

だし、あくまでも地域にふさわしい公共交通

のあり方は地域ごとに異なるものであり、他

地域の表面的な模倣は慎むべきである。

5篭織綴鵬うる
今や、地域公共交通は収益事業から公益事

業となった。自治体・地域はモラルハザード

から脱却し、地域公共交通運営の主役となる

ことが求められている。運賃だけでなく、公

的補助や地域の協賛金なども充当し、市町村

主導の下、地域の様々な主体が参画し、議論

して運営することで、地域のニーズに合った



サービスレベルを確保していく時代となった

のである。それを支援するしくみとして、改

正道路運送法や活性化・再生法をはじめとす

る新しい制度体系も整備された。

当然ながら、制度ができても、それをうま

く活用できなければ宝の持ち腐れでしかない。

現状では、地域公共交通に対する意識の変革

が、自治体・住民・事業者それぞれにおいて

十分でない面がある。

都道府県の公共交通に対する補助・支援制

度は少しずつ見直されているが、新しい制度

にはまだまだ対応できていない。特に地域協

議会の役割や、生活交通路線に対する国・都

道府県の補助制度の意義の再検討が急務であ

る。また、市町村レベルでは、公共交通政策

に取り組む体制が整っていない、あるいはそ

もそも公共交通政策の必要』性に対する問題意

識さえないところが多数あることも忘れては

ならない。連携計画を策定した市町村におい

ても、その質や実施体制にはまだ課題が残る。

公共交通に関する計画・戦略づくりは、人

口減少期に入った日本の都市・地域が、人に

も地球にも優しく、そして魅力的なものとな

るために必須である。このことは、公共交通

網の維持・発展はそれ自体が目的ではなく、

より上位にある都市・地域の目標を達成する

ための部門計画としてあるべきことも意味す

る。それとともに、都市・地域がそれぞれの

状況に応じて個性を発揮し、適材適所の公共

交通網を自由に発想し、自分たちで実現して

いくことも求められる。連携計画においては、

評価項目を明確化することが必要とされてい

るが、空白地域解消や利用者増加、収支率改

善といった公共交通自体の評価にとどまらず、

その存在が地域のクオリティオブライフをど

う保証し、魅力をどう高めるかといった、都

[特集⑫］地域公共交通を考える

市・地域づくりに関わる評価も視野に入れる

べきである。その試みとして、地域に残され

ている高校の存続を目標に、その通学を確保

する路線を新設する例や、高齢者の通院・買

物を保障することを目標にデマンド交通を充

実させた例などが出てきている。

自治体・地域による公共交通政策の取組み

は、「地方分権」の流れの中で生まれてきた。

様々なツールや資源を活用し、いかなる地域

公共交通ソリューションを実現し、地域の

ニーズに応えていくか、市町村の質と意欲が

試される。同時に、意欲の高い市町村・地域

を支援する立場にある都道府県・運輸局（支

局）の質と意欲、そして事業者のノウハウと

信頼も試される。地域の取組みいかんによっ

て、地域を大きく変えるインパクトとなるこ

ともあれば、税金のムダ使いと言われる可能

'性もある。

地域公共交通の活性化・再生とそれを活用

した地域づくりは、人口減少・経済成熟・地

球環境時代における、地域間競争の最前線な

のである。
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